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１ 監査の種類 
 （１） 財政援助団体等監査 
（２） 根拠法令 地方自治法第１９９条第７項 

 
２ 監査の対象 
（１） 富士宮聖苑 

指定管理者  ふじのみや斎苑管理グループ 
所 管 課  環境部 環境企画課 

 
（２） 柚野の里活性化施設 

指定管理者  大鹿窪区 
      所 管 課  産業振興部 農業政策課 
 
３ 監査の範囲 
   令和２年度に執行された公の施設の管理にかかる事務の執行及び業務管理運営状況について 
 
４ 監査の実施期間 
    令和３年１０月１１日から令和３年１２月１７日まで 
 
５ 監査の主な着眼点 
（１） 所管課関係 

   ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、関係法令等に根拠をおいているか。 
  イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 
  ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 
  エ 協定書等には必要事項が適正に記載されているか。 
  オ 指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 
（２） 指定管理者関係 

ア 施設は関係法令等の定めるところにより適切に管理されているか。 
イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 
ウ 公の施設の管理に係る会計処理は適正に行われているか。 
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６ 監査の方法 
富士宮市監査基準に基づき、公の施設の指定管理に係る出納その他の事務の執行が目的に沿っ

て行われているか所管課に調査票及び協定書等の関係書類の提出を求め、提出書類による書類審

査を行うとともに、所管課職員からの説明聴取を実施しました。 
 
７ 監査の結果 
 （１）富士宮聖苑 
   監査の結果、適正に執行されていましたが、次の事項について検討、改善を要望します。 
    

ア 備品管理について、所管課及び指定管理者は定期的な所在確認を実施していないため、年

に１回は確認を行い、管理の状況を把握すること。 
   イ 指定管理業務に関する出納関係帳票等の確認について、全ての帳票等の写しを提出させ確

認しているという説明だったが、所管課が聖苑に出向いて原本の確認を行うこと。また、事

務処理の効率化のため電子データとして管理、保存することについて検討すること。 
 

（２）富士宮市柚野の里活性化施設 
   監査の結果、次の事項について是正、改善を要望します。また、所管課においては、指定管理

者に対し公の施設としての本来の目的を達成するため指導を行うとともに、情報共有を図ること

を要望します。 
 

ア 防火管理者の配置確認及び防災訓練の実施について、指定管理者業務仕様書の中に４．指  
 定管理者が行う業務の範囲として（１）「活性化施設の運営に関すること」とあり、そこに 

は「施設管理に従事する者のうち１人は防火管理者の資格を有していること」となっており、 
また、同じく（４）その他「①緊急時対策及び防災対策について、消防計画を作成し、従事 
者に指導を行うこと」となっているが、令和２年度の事業計画書には自衛消防組織図の提 
示はあるが、業務報告書に防災訓練を実施している記載がないため、所管課に防火管理者が 
消防へ消防計画を提出しているか確認したところ、防火管理者の種別や消防への届出を把握 
していなかった。指定管理者は消防法及び消防法施行規則に定められた消防計画の作成、届 
出を行うとともに、施設における火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災 
害の防止の機能を果たすためにも消防計画に沿った運営、防災訓練を実施すること。 
また、所管課は法令等に基づき適正に業務が実施されているか確認を行うとともに、防 

災意識を高めるために指導、監督及び情報共有を図ること。 
イ 施設設備の維持管理について、令和２年度の事業計画書に施設・設備の管理で実施に資格、 
専門技術を要するものは業者委託で実施するとあり、「浄化槽管理」「防火設備点検」は外部
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委託で実施していることが把握できたが、建築設備点検業務は指定管理者業務仕様書に記載

がないため、所管課で別の施設と合わせて委託契約をしている。しかしながら柚野の里活性

化施設条例第１２条には、指定管理者が行う業務として「活性化施設の施設及び維持管理に

関する業務」とあることから、建築設備点検業務は指定管理者で実施すること。 
ウ 人件費の算出根拠について、会計報告書の記載内容から施設の清掃設備点検業務に対し年

１２万円を人件費として支出していることから所管課に算出根拠を確認したところ、清掃箇

所の内訳金額のみの説明で算出基準の詳細については把握していなかった。また、貸出業

務・事務経理について、指定管理者から提出された業務報告書において人件費として報告を

受理しているため、算出根拠を確認したところ、所管課は受付事務、鍵の貸し借り事務に対

する年間処理時間を見積もり、賃金として支出しているという説明であった。今後の課題と

して、管理運営の基準において遵守すべき法令等として労働基準法及び労働安全衛生法等の

労働関係法令を挙げていることから人件費の支出については、これらの法令を遵守している

かの確認を行う必要がある。また、指定管理料の根拠となることから算出基準について明確

にすること。 
エ 備品の管理について、市の備品台帳と指定管理者業務仕様書に記載された備品に違いがあ

ったことから、業務仕様書の見直しを行っていないように見受けられた。また、備品の管理

状況調査の際、所管課が所在を把握していない備品があった。備品については隔年で点検を

実施しているとの説明であったが、年に１回は備品台帳と突合し、老朽化等のチェックを行

うこと。 
オ 毎年度提出される事業計画書は所管課において審査を行い、指定管理者に対し必要な指示

をすることになっているが、令和２年度事業計画書は指定管理業務仕様書及び指定時の事業

計画書の内容に沿っていないところが見受けられた。所管課は指定管理者を指導する立場で

あることから、提出された事業計画書の審査を確実に行い、仕様書の内容に沿った事業計画

の作成について助言すべきである。また社会状況等により事業の実施が困難である場合、現

状に応じた仕様書の内容に変更を検討するとともに、実施できない理由について業務報告書

で指定管理者に報告させること。 
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８ 施設の概要 
（１）富士宮聖苑 

施 

設 

の 

概 

要 

所 在 地 富士宮市山宮３６７８番地の１３  
設 置 時 期 昭和５７年７月１日 

設 置 目 的 
住民の公衆衛生その他公共福祉の向上を図り、安心安全な火葬 
を執行する。 

施 設 の 人 員   ６人 

指 

定 

管 

理 

の 

状 

況 

選 定 方 法 公募による指定 
指 定 期 間 平成３０年４月１日 から 令和５年３月３１日まで 

管理者の業務 

１ 施設設備及び車両の維持管理、運営に関すること。 
２ 火葬業務に関すること。 
３ 霊柩自動車の運行業務に関すること。 
４ その他仕様書で定めること。 

指 定 管 理 料      ３７，０５０，６４７円 

収入支出の状況 

収 入 額  ３７，０５１，０００円 
支 出 額  ３９，２５５，１４６円 
収支差引額  △２，２２９，１４６円 

※ 令和 2 年度実績 
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（２）富士宮市柚野の里活性化施設 
施 

設 

の 

概 

要 

所 在 地 富士宮市大鹿窪１５５６番地  
設 置 時 期 平成２３年６月１日 

設 置 目 的 農村地域の活性化及び地域間交流の促進を図る 

施 設 の 人 員   ９人（柚野の里活性化施設管理委員会役員） 

指 

定 

管 

理 

の 

状 

況 

選 定 方 法 非公募 
指 定 期 間 令和２年４月１日 から 令和７年３月３１日まで 

管理者の業務 

１ 活性化施設の使用の許可等に関する業務 
２ 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 
３ 活性化施設の管理に関し市長が特に必要があると認める業

務 
指 定 管 理 料      ７７５，０００円 

収入支出の状況 

収入額    ８４５，６４９円 
支出額    ７７６，９１１円 
収支差引額   ６８，７３８円 

※ 令和 2 年度実績 

 


